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室戸市の人事行政の運営等の状況について 

１ 総括  

 (1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 

 

住民基本台帳人口 

     (H19年度末) 

 歳  出 額 

        Ａ 

実質収支 

 

人  件 費 

      Ｂ 

人件費

率 

 Ｂ／Ａ 

(参考) 

18年度の人件費率 

 

19年度 

           人  

   1 7 , 5 5 0  

      千円 

1 0 , 0 6 3 , 7 7 9  

    千円 

1 4 , 9 4 9  

 

    千円 

2 , 3 6 2 , 5 5 6  

 

％ 

2 3 . 4 8  

 

              ％ 

2 2 . 8 7  

 

 

 ( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算） 

給     与      費  区  分 

 

職員数 

    Ａ 給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉手 当  計  Ｂ 

一人当たり 

給与費 B /

A  

(参 考 )  

平 成 1 8 年 度  

 一 人 当 たり給 与 費       

 

19年度 

    人  

2 5 2  

    千円 

9 9 5 , 1 5 6  

    千円 

1 1 7 , 9 6 5  

    千円 

4 1 0 , 1 9 9  

    千円 

1 , 5 2 3 , 3 2 0  

       千円 

6 , 0 4 4  

 

 

 

         千円 

5 , 9 1 6  

   （注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

２ 職員数は、平成１９年４月１日現在の人数である。 

 

 (3) 特記事項 

  一 般 職 給 与 の減 額  １級 ～２級 の職 員  ２％減   ３級 ～６級 の職 員  ３％減  

期 間  平 成 ２０年 １月 ～平 成 ２３年 ３月  

 

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       

 

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数 

である。 

 

(H14)
101.1(H14)

99.5

(H14)
100.6

(H19)
95.5

(H19)
96.6 (H19)

95.6

90

95

100

105

室戸市 県下市平均 高知県

（例）



- 2 - 

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 20 年 4 月１日現在） 

   ①一般行政職                                                                           

区  分  

 

平均年齢      

 

平均給料月額 

 

平均給与月額 

 

平均給与月額 

（国ベース） 

室戸市     43.0 歳      317,400円  350,730円  338,320円  

高知県     44.4 歳      342,704円     392,468円  362,968円  

国     41.1 歳      325,113円       ― 387,506円  

  

 

 

 

 

  類似団体 

(H19.4.1現在) 

    43.2 歳    331,766円     384,098円  358,865円  

   

②技能労務職  

公務員 民間  

平均給与月額 区   分  平均  

年齢  
職員数 

平    均  

給料月額 

平      均  

給与月額 （国ベース） 

類似  

職種  

平均  

年齢  

平    均  

給与月額 

室戸市 54.0 歳  15 人  362,903 円  370,906 円  370,416 円  ― ― ― 

 うち学校用務員 56.2 歳  7 人  384,356 円  389,784 円  389,784 円  用務員 53.9 歳  227,200 円  

 うち学校給食員 48.8 歳  3 人  315,994 円  331,260 円  331,260 円  

 うち保育調理員 53.9 歳  5 人  361,015 円  368,267 円  366,795 円  
調理師 46.1 歳  223,100 円  

高知県 53.9 歳  200 人  345,437 円  372,519 円  358,874 円  ― ― ― 

国  48.9 歳  ― 284,679 円  ― 320,623 円  ― ― ― 

（注）１ 「平均給料月額」とは、平成２０年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務 

手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに 

されているものである。また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には、 

時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じ 

 ベースで再計算したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆技能労務職員の給与等の見直しに向けた基本的な考え方 

本市の職員数については、平成１９年１１月策定の室戸市集中改革プラン推進計画により、

平成２２年度２５０名体制に向け、計画的に適正化を進めているところです。 

 このような状況のもと技能労務職については、退職者不補充を基本に新規採用の停止を継続

するとともに、現在批判の出ている給与水準の見直しも段階的に実施し、国の行政職俸給表

（二）の適用を行うなどの適正化を実施します。 

◎具体的な取組内容 

（１）新規採用の停止継続 

（２）給料の適正化（給料表の改定） 

 ①平成２０年度より４級制から３級制に改正し、４級に在級していた職員の３級への切替え

を実施。 

 ②行政職給料表（二）を国の行政職俸給表（二）に改定するよう引き続き協議を行う。 

（３）一般職への任用について 

 技能労務職員のうち、一般職への任用希望者には、試験による一般職への任用を行う。 

（H20年度に希望者 3名に対し試験実施 ） 
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(2 ) 職員の初任給の状況（平成２０年４月１日現在） 

区    分  室  戸 市 高 知 県 国 

大 学 卒 

(カット後) 

 161,600 円  

( 1 5 8 , 3 0 0  円 )  
172,200 円  

Ⅰ種  185,800 円  

Ⅱ種  172,200 円  

一般行政職 
高 校 卒 

(カット後) 

 140,100 円  

( 1 3 7 , 2 0 0  円 )  140,100 円      140,100 円  

  

  

  

  

 

 (3)  職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２０年４月１日現在） 

区    分  
経験年数 

5年以上10年未満 

経験年数 

10年以上15年未満 

経験年数 

15年以上20年未満 

大 学 卒 211,890 円  256,400 円  297,900 円  
一般行政職 

高 校 卒 183,630 円  227,700 円  255,800 円  

 

 

３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

 ( 1 )  一般行政職の級別職員数の状況（平成２０年４月１日現在） 
区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１ 級  主 事 、技 師 、主 事 補  8人  5 . 8％ 

２ 級  主 事 、技 師  9人 6 . 5％ 

３ 級  主 任 、主 幹 、技 幹  56人 4 0 . 6％  

４ 級  班 長  2 5人 1 8 . 1％ 

５ 級  課 長 補 佐  24人 1 7 . 4％ 

６ 級  課 長  1 6人 1 1 . 6％ 

 
 

 
 
 

 
 

                             

  

（注）１ 室戸市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 

（注） 平成１８年に８級制から６級制に変更している。 

（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合） 
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 (2) 昇給への勤務成績の反映状況 

 一 般 職 の全 職 員 を技 能 職 、役 職 にない職 員 、班 長 以 上 の職 員 に区 分 し、直 属 の所 属

長 (課 長 )が１０項 目 での評 定 を行 い評 価 します。考 課 の結 果 は、人 材 育 成 の資 料 として

活 用 するとともに、人 事 配 置 や昇 格 等 の職 員 登 用 の参 考 としています。 

 また、勤 務 成 績 を昇 給 へ反 映 させるための、新 たな人 事 考 課 制 度 についての試 行 ・検

討 を行 っています。 

  

 

 

 

 

 

４ 職員の手当の状況 

 ( 1 )  期末手当・勤勉手当 

室  戸    市  高   知   県  国 

1人当たり平均支給額(H19年度) 

          1,648 千円 

1人当たり平均支給額(H19年度) 

          1,863 千円 

－ 

 

（H19年度支給割合） 

 期末手当      勤勉手当 

3.0月分     1 . 4 2月分 

 ( ―  )月分  ( ―  )月分 

（H19年度支給割合）  

 期末手当      勤勉手当 

     3.0月分      1.45月分 

 ( 1.6 )月分  ( 0.75 )月分 

（H19年度支給割合）          

 期末手当      勤勉手当 

     3.0月分       1.5月分 

 ( 1.6 )月分  ( 0.75 )月分 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・役職加算 5～15％ 

 

 （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・役 職 加 算  5～20％ 

・管 理 職 加 算  10～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・役 職 加 算  5～20％ 

・管 理 職 加 算  10～20％ 

 （注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

(2 ) 退職手当（平成 20 年４月１日現在）                                             

室   戸    市  国   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（支給率）       自己都合  勧奨・定年 

勤続20年             23.5月分   30.55月分 

勤続25年             33.5月分   41.34月分 

勤続35年             47.5月分   59.28月分 

最高限度額     59.28月分   59.28月分 

 

その他の加算措置 

(定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 2～20％加 算 )  

1人当たり平均支給額 1 , 7 5 6千円 2 6 , 4 5 8千円 

（支給率）       自己都合  勧奨・定年 

勤続20年             23.5月分   30.55月分 

勤続25年             33.5月分   41.34月分 

勤続35年             47.5月分   59.28月分 

最高限度額     59.28月分   59.28月分 

 

その他の加算措置 

(定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 2～20％加 算 )  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 19 年度に退職した職員に支給された平均額である。   

 

 (３) 時間外勤務手当(普通会計決算) 

支 給 実 績 (19年 度 決 算 )     2 7 , 3 6 2  千円 

職 員 1人 当 たり平 均 支 給 年 額 (1 9年 度 決 算 )        1 0 9  千円 

支 給 実 績 (18年 度 決 算 )       2 5 , 1 0 0  千円 

職 員 1人 当 たり平 均 支 給 年 額 (1 8年 度 決 算 )         9 5  千円 

 

 (4) 特殊勤務手当（平成 20 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（19年度決算）                          4,675   千円 

支給職員１人当たり平均支給月額（19年度決算）                          9,502   円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度決算）                           16.2   ％ 

手当の種類（手当数）                    5  
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手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務 支給単価 

防疫手当 感 染 病 等 防 疫 又 は獣 類 の死 体 処 理 に従 事 した職 員  日額     1,000円  

行旅病人の救護又は移送をする作業に従事した職員 1回      1,000円  
行旅病人同死亡人 

取扱手当 
行旅死亡人(無縁人骨の処理を含む。)を収容する作業に従

事した職員 
1回      2 ,000円  

消 防 手 当  火 災 、救 助 、水 防 等 のため緊 急 出 動 した消 防 職 員  １勤 務     4 5 0円  

夜 間 特 殊 勤 務 手 当  
消 防 職 員 で深 夜 (午 前 10時 から翌 日 の午 前 5時 まで)

に通 信 、受 付 等 の勤 務 に従 事 した職 員  

2時 間 未 満  4 1 0円  

2時 間 以 上  7 3 0円  

救 急 業 務 に従 事 した職 員  1回       3 0 0円  
救 急 出 動 手 当  

救 急 救 命 士 として業 務 に従 事 した職 員  1回       5 1 0円  

 

 (５) その他の手当（平成 20 年 4 月 1 日現在） 

 

手当名 

 

内容及び支給単価 

国  

との  

異 同  

国 の制 度 と異

なる内 容  

支 給 実 績  

( 1 9 年 度 決 算 )  

支給職員１人当たり 

平均支給月額 

( 1 9 年 度 決 算 )  

 

扶養手当      

配偶者          13,000 円                                                                                      

配偶者以外        6,500 円                            

配偶者のいない職員の扶養親族

のうち 1 人目      11,000 円                                                             

・扶養親族のうち 15歳に達する日

以後の年度初めから 22 歳に達す

る日以後の年度末の間にある子 

1 人につき   5,000 円を加算 

同  ― 28,918 千円 17,400 円  

住居手当      

１．借 家 ・借 間          ・

①家 賃 が23 , 0 0 0円 以 下 のとき 

        家 賃 －12 , 0 0 0円

②家 賃 が23 , 0 0 0円 超 のとき 

   支 給 限 度 額 27 , 0 0 0円  

２ ． 自 宅 居 住 者 (5 年 以 内 )                                                                                             

2 , 5 0 0円  

同  ― 8,090 千円 15,800 円  

通勤手当      

1 ． 交 通 機 関 等 の 利 用 者    

①交 通 機 関 利 用 者  

運 賃 等 相 当 額  

55 , 0 0 0円 ／月 以 下      

②自 動 車 等 の使 用 者  

２㎞から３㎞を1 , 6 0 0円  

１㎞増 すごとに、５００円 の加 算

４０㎞から４５㎞を、2 0 , 9 0 0円 、

４ ５㎞をこえる場 合 は９０ ０円 の

加 算  

６０㎞で24 , 5 0 0円 を限 度  

異  

国 は 、 ５ K m

単 位 の設 定  

 

14,234 千円 6,700 円  

管 理 職

手 当 

管 理 職 （課 長 級 ）の職 員 に 

月 額 42 , 5 0 0円 を支 給  

同  ― 10,710 千円 42,500 円  

休日勤

務手当 

祝 日 法 による休 日 等 及 び年

末 年 始 の休 日 等 に勤 務 した

時 間 に対 し支 給  

1時 間 あたり１ ３ ５ / 1 0 0の割

合 を乗 じた額 を支 給  

同  ― 15,478 千円 17,900 円  
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５ 特別職の報酬等の状況（平成２０年４月１日現在） 
区     分  給 料 月 額 等                     

給  

 

料  

市 長 

副 市 長 

教 育 長 

680,000  円  

596,000  円  

  571,000  円  

報  

 

酬  

議 長 

副 議 長 

議 員 

330,000  円  

290,000  円  

270,000  円  

市 長 

副 市 長 

教 育 長 

       （２０年度支給割合） 

                      ３．０ 月分 

 

 

 期  

 末  

 手  

 当  

 

議 長 

副 議 長 

議 員 

       （２０年度支給割合） 

                      ３．０ 月分 

         

 

市 長 

副 市 長 

教 育 長 

 （算定方式）               （１期の手当額）      （支給時期） 

給料月額×勤続年数×100分の400   10,880,000 円        任期毎 

給料月額×勤続年数×100分の300    7,152,000 円        任期毎 

給料月額×勤続年数×100分の200    4,568,000 円        任期毎 

 退  

 職  

 手  

 当  

 備    考   

  (注 ) 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた

場合における退職手当の見込額である。 

 

６ 職員数の状況 

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 
                                                                     

（各年４月１日現在） 
職  員   数            区  分  

部 門 平成20年 平成19年 
対 前 年 
増 減 数 

   主 な 増 減 理 由            
 

議 会 
総務企画 
税 務 
民 生 
衛 生 
農 林 水 産  
商 工 
土 木 

3  
4 5  
1 9  
5 9  
1 1  
1 5  
4  
1 4  

3  
4 2  
2 0  
6 2  
1 1  
1 8  
4  
1 6  

0  
3  

△ 1  
△ 3  
0  

△ 3  
0  

△ 2  

 
 
業 務 見 直 しによる減  
業 務 見 直 しによる減  
 
業 務 見 直 しによる減  
 
業 務 見 直 しによる減  

一 
般 
行 
政 
部 
門 
 
  計  
 

1 7 0  
 

1 7 6  
         

△  6  
 
＜参考＞                        
  人口千人当たり職員数 9.68人  

 教育部門 23  2 6  △  ３  業 務 見 直 しによる減  
 

 消防部門 51  
 

5 0  
 

1  
 
定 員 補 充  
 

 
普  
 
通  
 
会  
 
計  
 
部  
 
門  
 
  小    計  

 
2 4 4  
 

2 5 2  
 

△  8  
 
＜参考＞                          
  人口千人当たり職員数 13.9人  

水    道  
国 保 、介 護  

7  
1 3  

8  
1 5  
 

△  1  
△  2  

 

 
地 域 包 括 支 援 センターを外 部 委 託  

公 
営 
企会 
業計 
等部 
 門  

 小    計  2 0  2 3  △  ３   

合   計  
 

2 6 4  
[ 3 1 2 ]  

2 7 5  
[ 3 1 2 ]  

△11  
 

＜参考＞                          
   人口千人当たり職員数 人 

 

 （注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 

    ２ [     ]内は、条例定数の合計である。 
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 (2) 年齢別職員構成の状況（平成 20 年４月１日現在） 

             20  20  24  28  32  36  40  44  48  52  56  60 

             歳   ～   ～   ～   ～   ～    ～   ～   ～   ～    ～    歳  

             未   23  27  31  35  39  43  47  51  55  59  以  

             満                                                      上  

 

 

区  分  

 

20歳  

 

未満 

20歳 

～  

23歳  

24歳 

～  

27歳  

28歳 

～  

31歳  

32歳 

～  

35歳  

36歳 

～  

39歳  

40歳 

～  

43歳  

44歳 

～  

47歳  

48歳 
～  

51歳  

52歳 

～  

55歳  

56歳 

～  

59歳  

60歳 

 

以上 

 

計  

 

 

職員数 

 

２ 人  

 

４ 人  

 

１３人 

 

２５人 

 

37人  

 

21人  

 

24人  

 

18人  

 

27人  

 

44人  

 

49人  

 

0人  

 

264人  

 

 

 (3) 定員管理の数値目標及び進捗状況 

  ① 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標     

平成17年４月１日職

員数 

平成22年４月１日職

員数 

純減数 

 

純減率 

 

          295 人             250 人            45 人           15.2 ％ 

   

   

   

   

                                                                                

                                                                                

    （参考）「集中改革プラン推進計画」における定員管理の数値目標                

             計画期間 

始 期
 

終 期
 

 

数値目標 

 

 

平成17年4月1日
 

 

平成22年4月1日
 

 

△４５人  

                     

                     

                     

                     

                     

                                                                                

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

%（例）
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  ② 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

                                                                     （各年４月１日現在） 

            区  分  

部 門 

１７年 

計画始期 

１８年 

１年目 

 

 

 

 

 20年  

 3年目 

 17年～20年 

     計  

 (参考) 

 数値目標 

 職員数 19 7  1 8 5    1 7 0  △27 1 7 0  一般行政 

  増  減  △12    △6  (100％) △27  

 職員数 30  2 8    2 3  △７ 2 4   教   育  

  増  減   △２    △３  (116％) △6  

 職員数 49  5 0    5 1  2  4 8   消   防  

  増  減   1    1  (△200％) △１  

 職員数 19  2 5    2 0  1  1 2  公営企業 

等 会 計  増  減  6    △３  (△33.3％) △７  

 職員数 29 5  2 8 8    2 6 4  △31  2 5 0    計  

  増  減   △7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 △11  (68.8％) △45  

  （注） １ 計画期間は、１７年～２２年の５年間である。 

       ２ （ ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。 

３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画 1 年目以降現年まで

の職員増減数の累計を示す。 

 

７   職 員の勤務時間、勤務条件に関する状況  

（1)勤務時間 

 一週間あたり４０時間が勤務時間であり、公務の運営上の事情により特別な形態で勤務する必要のある職員 

(消防職員等)を除き、月曜日から金曜日までの５日間において、１日８時間としております。 

一般的な勤務時間は、午前８時３０分～午後５時３０分（休憩時間は午後１２時から１時）となっています。 

  

（2)休暇 

 年次有給休暇として、１年に２０日の休暇を付与しています。この休暇は１時間単位で取得することができます。 

また、残余の休暇日数を翌年に２０日を超えない範囲で繰り越すことができます。 

職員の年次有給休暇の取得状況 

平成１８年度 

平均使用日数 

平成１９年度 

平均使用日数 

１２．６日 １２．０日 

この外に病気休暇、忌引、出産等の特別な事由による休暇(特別休暇)があります。 

 

（ 3 )分 限 及び懲戒並びに服務の状況  

   分限処分とは、一定の事由のある場合に、職員に不利益な休職・降任・免職の処分を行うことであり、懲戒処分

とは、一定の義務違反に対して、職員に戒告・減給・停職・免職の処分を行うことです。 

 

平成１９年度分限処分対象者 ・・・・ 該当者なし   

 

平成１９年度懲戒処分対象者 ・・・・ 該当者なし 
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（4)職員研修の状況 

職員に知識技能等を取得させ、資質向上と勤務能率の発揮及び増進させることを目的に研修を行っています。 

 

①研修(平成１９年度実績) 

区分 
受講 

者数 
内  容  具体的な研修事業名 

室戸市主催研修 350 

室戸市が主催し、外部講

師等により職員向けに行う

研修 

人事考課、徴収力強化、メンタルヘルス 

階層別研修 58 

経験年数、役職別に、こう

ち人づくり広域連合が実施

する研修 

新採用職員、採用３・５・１０年目職員、係長、補佐、

課長研修等 

特別研修 16 

業務遂行力、個人能力向

上のためこうち人づくり広域

連合が実施する研修 

自治体法務入門、議会事務、広報技術、政策法

務、ホームページ作成、パワーーポイント、企業決算

等 

派遣研修 40 

業務遂行力、個人能力向

上のため他団体が主催す

る研修及び先進市町村へ

の視察研修 

公有財産管理の基礎実務、滞納整理実務、予算編

成と財政実務、ＥＣ電子納品、住民支え合い等 

通信教育型研修 14 
通信教育として自宅等で

学習する研修 

 民法、労働法、地方行政実務等 

  

  

 

 

（5)職員の福祉の状況 

職 員 の健 康 確 保 と福 利 厚 生 のために、各 種 検 診 や互 助 会 制 度 による厚 生 事 業 を行 っています。 

また、公 務 上 の被 災 した職 員 については、地 方 公 務 員 災 害 補 償 法 に基 づく補 償 が行 われます。 

 

① 検診・検査(平成 1９年度)  

    定期検診・・・・・１１人      人間ドック・・・・２０５人 

 

② 互助会制度(平成１９年度) 

会員数 市の負担額 会員の掛金 事業内容   

２７８人 ６，２２６千円 ６，２２７千円 
医療費助成、死亡弔慰金、傷病・災害見舞金、結婚・出産等祝金、 

休養施設利用助成等 

 

③公務災害の発生状況(平成 1９年度)・・・・・・・・・ ０件 

 


